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資料７ 

大規模火災事故災害対策の充実 

 

凡例 

（法）関係法令の反映 

（計）防災基本計画、埼玉県地域防災

計画又は埼玉県水防計画の反映 

（市）市の計画又は市の現況を反映 

（他）上記以外の事項 

 

＜主要な修正事項＞ 

第８節 雪害対策 

○雪害応急対策計画（計）（P288～） 

応急活動体制の確立、積雪に関する被害情報の伝達、市民への情報発信、積雪時におけ

る行動の周知、効率的な除雪活動、ライフライン事業者に対する支援の項目を追加した。 

【応急活動体制の確立】積雪による被害又は発生するおそれがある場合における災害対

策本部の設置 

【積雪に関する被害情報の伝達】人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集及び報

告の実施 

【市民への情報発信】降雪状況及び積雪の予報等の周知の実施 

【積雪時における行動の周知】大量の積雪が見込まれる場合にとるべき行動の周知の実

施 

【効率的な除雪活動】優先除雪道路の交通確保を最優先とした除雪活動及び応援要請の

実施 

【ライフライン事業者に対する支援】被災情報、除雪状況、通行可能な道路等の情報提

供等によるライフライン事業者の復旧作業支援の実施 

 

第１０節 火山噴降灰対策計画 

○火山噴火降灰対策計画（応急対策）（計）（P296） 

応急活動体制の確立、降灰に伴う取るべき行動の周知、降灰に関する情報の発信、降灰

に関する被害情報の報告、指定避難所の開設・運営、道路の応急復旧対策、一時的仮置き

場の設置及び農業者への支援の項目を追加した。 

【応急活動体制の確立】降灰による被害又は発生するおそれがある場合における災害対

策本部の設置 

【降灰に伴う取るべき行動の周知】降灰時にとるべき行動の周知の実施 

【降灰に関する情報の発信】降灰に関する風向き・風速情報の収集及び周知の実施 

【降灰に関する被害情報の報告】降灰及び被害の状況の調査及び報告 

【指定避難所の開設・運営】、降灰の堆積による荷重を原因とする建築物の倒壊が発生し
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た場合における指定避難所の開設 

【道路の応急復旧対策】道路上や側溝に堆積した降灰の除去対応の実施 

【一時的仮置き場の設置】火山灰の一時的仮置き場の選定及び設置 

【農業者への支援】農作物に付着した火山灰の除去支援又は土壌改良資材等の混和や除

灰等の指導 

 

＜その他の修正事項＞ 

第３節 危険物等災害対策計画 

○火薬類災害対策計画（新設）（計）（P262） 

高圧ガス施設の安全性の向上に向けた予防対策、災害時における施設管理者が実施する

応急対策を追加した。 

【予防対策】猟銃・火薬類の安全性の向上を図るための指導強化 

【応急対策】現場の消防、警備責任者等と連携した措置 

 

○毒物・劇物災害対策計画（新設）（計）（P263） 

災毒物及び劇物取締法に基づく予防対策、災害時における施設管理者が実施する応急対

策を追加した。 

【予防対策】猟銃・火薬類の安全性の向上を図るための指導強化 

【応急対策】毒物・劇物の流出等の防止措置、貯蔵設備等の応急点検及び必要な災害防

止措置等 

 

第４節 放射性物質及び原子力発電所事故災害対策計画 

○放射性同位元素使用施設に係る事故予防対策（新設）（計）（P266） 

放射性同位元素使用施設の施設管理者が実施する通報連絡体制の整備を追加した。 

 

○核燃料物質等輸送事故災害対策計画（計）（P269～） 

核燃料物質等の輸送中に事故が発生した場合に事業者等が実施する措置を追加した。 

 

第８節 雪害対策 

○雪害予防計画（新設）（計）（P287） 

雪害対策の普及・啓発、大雪対応事前行動計画の作成及び防災用資機材等の確保の項目

を追加した。 

【雪害対策の普及・啓発】雪害対策の必要性や留意点等の普及・啓発 

【大雪対応事前行動計画の作成】大雪災害に対応した事前行動計画の作成及び関係機関

との共有 

【防災用資機材等の確保】雪害に対応する防災資機材等の整備 
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第１０節 火山噴降灰対策計画 

○火山噴火降灰対策計画（予防対策）（計）（P295） 

降灰予想や噴火時にとるべき行動等の周知及び事前対策の検討の項目を追加した。 

【降灰予想や噴火時にとるべき行動等の周知】降灰予想や噴火時にとるべき行動等の周

知の実施 

【事前対策の検討】市民の健康管理、空調機器等への影響、視界不良時の交通安全確保

等の予防・事前対策の検討 

 

 


